
質疑回答書

No 回答

1

プロポーザル実施
要領  P3

4.提案限度額 (3)について 本文中に「令和6年度中の本調達システムの運用・保守サービ
ス及び通信サービスの提案及びランニングコストの積算」、
「令和6年度以降の各サービス費用～」とありますが、令和6
年度および令和7年度以降の積算期間につきまして、以下の認
識で間違いないでしょうか。
 ・R6年度：R6年9月～R7年3月の7か月
 ・R7年度：R7年4月～R8年3月の12か月
 ・R8年度：R8年4月～R9年3月の12か月
 ・R9年度：R9年4月～R10年3月の12か月
 ・R10年度：R10年4月～R11年3月の12か月
 ・R11年度：R11年4月～R11年8月の5か月

お見込みのとおりです。

2

プロポーザル実施
要領  P3

4.提案限度額 (3)について 仮にR6年度の運用・保守サービス積算期間が「R6年9月～R7
年3月の7か月」だったとした場合に、その期間の費用提示は
どのようにすればよろしいでしょうか。「提案価格内訳書」の
「運用保守費用」欄は1年間での費用計上となっているため、
備考などに積算期間・費用を記載の対応で問題ないでしょう
か。

お見込みのとおりです。
ただし、運用・保守開始時期が想定と異なる場合もありますの
で、月額(税抜）も併せて備考欄に記載してください。

3

プロポーザル実施
要領  P5

6.提案方法 (3)提案書の様式及び
部数 ③提出方法

「紙原本1部、紙原本のコピーを12部、提出内容と同じ内容の
ものをExcel形式にて保存し、CD-R（②と同じ媒体）にて提出
すること」とありますが、企画提案書のファイル形式について
はPowerPoint形式にて作成し、PDF形式で保存したものでも
差し支えありませんでしょうか。

企画提案書については、PDF形式での提出で差し支えありませ
ん。
ただし、様式第8号「提案価格書」（様式第8号別紙1～3含
む）や機能要件一覧等は、集計等を行う関係で定められた形式
（Word、Excel等）での提出をお願いします。

4

プロポーザル実施
要領 P7

9.注意事項 (7)、（8) 当該項目につきまして、特に企画提案書には、ご提案する機能
詳細や画面キャプチャ等、知見やノウハウが多く含まれたもの
となっておりますので、公表される場合には公表内容を事前に
確認させていただきたく存じます。そのような対応のご相談は
可能でしょうか。

現時点で企画提案書の公表については想定していません。
また、情報公開等を求められた場合であっても事業者に不利益
をもたらすような情報の公開は原則行いません。
なお、情報公開を行う際には、公開内容等について事前に協議
させていただきます。

質問事項

案件名：ふじみ野市防災情報共有システム構築業務委託



No 回答質問事項

5
調達仕様書 P9 4 システム導入要件

 (6)通信回線用LAN配線について
「VPN（閉域）回線の新規導入によるLAN配線」、および「既
存インターネット回線延長によるLAN配線」にて、使用する
LANケーブルの規格についてご教示ください。

LANケーブルの規格はCAT6Aを使用してください。

6

調達仕様書 P10 4 システム導入要件
(9)オプション提案①、③

「オプションサービスは一定の試行期間を設けたうえでの提案
を行うこと。～(中略)～ 試行期間の設定については、当市と
協議の上決定すること」とありますが、見積作成のため試行期
間1か月、構築1か月と仮定し11月利用開始想定とさせていた
だいてよろしいでしょうか。また、その場合のオプションサー
ビスとして提示する各年度ごとの見積書の積算期間について
は、以下を想定しております。
 ・R6年度：R6年11月～R7年3月
 ・R7年度：R7年4月～R8年3月
 ・R8年度：R8年4月～R9年3月
 ・R9年度：R9年4月～R10年3月
 ・R10年度：R10年4月～R11年3月
 ・R11年度：R11年4月～R11年10月

見積書の積算期間については、お見込みのとおりです。
また、状況により試行期間の延長等が必要とされる場合には、
事前に協議させていただきます。

7
調達仕様書 P12 6 成果物及び納入物件 各種成果物として「紙媒体」での納入は、キングファイルでの

提出でよろしいでしょうか。
もしくは、上製本での対応が必要になりますでしょうか。

キングファイルでの提出で差し支えありません。

8

プレゼンテーショ
ン実施要領 P 2

5.出席者 オプション提案について、システムの開発元の担当者から説
明・同席させていただくことは可能でしょうか。

説明者及び同席者については、様式第1号「プロポーザル実施
参加表明書」の参加表明（事業）者の中から選出してくださ
い。
また、説明者は当該事業者の中から企画提案書に記載されたプ
ロジェクトマネージャが行ってください。

9

仕様書記載外 今回、工事対象の3施設（本庁舎、第2庁舎、大井総合支所）
に対し、2023年の石綿調査法改正に伴い石綿含有の有無につ
いて調査が必要になる可能性があります。こちらの確認のた
め、各施設の着工日が記載されている資料や、石綿調査の報告
書などの資料をご提示いただくことは可能でしょうか。
書面調査や現地調査で石綿の利用が判明しない場合、工事前に
別途費用にて分析調査を行う必要がありますので、ご確認をお
願いいたします。

着手届や竣工図書等の資料の提示は可能です。
また、増改築を行っている2施設（本庁舎、第2庁舎）につい
ては、竣工図書に石綿の情報等も含まれています。
大井総合支所は、平成25年7月竣工となっており、竣工図書に
石綿の情報等は記載されておりません。


